
船舶事故調査報告書 

令和３年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 養殖施設損傷 

発生日時 令和２年１０月３１日 １６時４８分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港塩釜区 

 陸前大浜港南防波堤立標から真方位２５７°１.３海里付近 

 （概位 北緯３８°１９.２′ 東経１４１°０８.３′） 

事故の概要  プレジャーボート龍天
りゅうてん

丸は、東進中、養殖施設に進入し、同施設

が損傷した。 

事故調査の経過 令和２年１１月１０日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 龍天丸、２.５２トン 

 ２８０－７６１２宮城、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

養殖施設 のり
．．

網の固定ロープを切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約０.５ｍ 

日没時刻：１６時３７分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、約１～２ノッ

トの対地速力で手動操舵により東進中、船首部で見張りをしていた同

乗者から、船首方にオレンジ色のブイを視認した旨の報告を受けたも

のの、航行できると思い、同じ針路及び速力で航行を続けていたとこ

ろ、のり
．．

養殖施設に進入し、機関が停止して航行不能となった。 

 本船は、船長が本事故の発生を海上保安庁に通報した後、海上保安

庁の要請により来援した地元の漁船に救助され、えい
．．

航された。 

 船長は、本事故発生付近海域を航行するのが初めてであり、本事故

当時、日没時刻が迫り、暗くなってきたので、急いで帰港しようと思

い、気が動転し、ＧＰＳプロッターを活用して養殖施設の敷設状況を

確認していなかった。 

分析 本船は、船長がのり
．．

養殖施設の場所を知らずに船首方にブイを視認

したものの、ブイの間を航行できると思い、同じ針路及び速力で航行

を続けたことから、同施設に進入し、同施設が損傷したものと考えら

れる。 

原因 

 

 本事故は、船長が、のり
．．

養殖施設の場所を知らずに船首方にブイを

視認したものの、ブイの間を航行できると思い、同じ針路及び速力で

航行を続けたため、本船が同施設に進入し、同施設が損傷したものと



考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、初めて航行する海域の水路調査を事前に行い、養殖施設

等の漁業区画の情報を収集すること。 

 


